
船舶事故調査報告書 

平成２９年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年６月１８日 ００時４０分ごろ 

発生場所 福井県おおい町 鋸
のこぎり

埼北東方沖 

 鋸埼灯台から真方位０３６°３.６海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３５°３５.７′ 東経１３５°４２.３′） 

事故の概要  遊漁船第五日
ひ

吉
よし

丸及びプレジャーボート房生
ぼうしょう

丸Ⅱは、共に南西進

中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年７月２０日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 遊漁船 第五日吉丸、４.７１トン 

   ＦＫ３－７６８５（漁船登録番号）、個人所有 

   第２５１－７０６４号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ プレジャーボート 房生丸Ⅱ、２.９トン 

   ２５３－３３６０４福井、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に亀裂及び擦過傷 

Ｂ 右舷船尾部外板に亀裂及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、法定灯火を

表示し、遊漁を終え、小浜港に向けて約１１ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で南西進中、船長Ａが、レーダーで約１.２５Ｍ

前方に１つの映像を認めたが、灯火を視認できなかったので同映像を

漁具に設置されたボンデン旗と思い、航行を続けていたところ、船首

部に衝撃を感じた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊漁を終え、小浜港に向けて約

９kn の速力で南西進中、船長Ｂが、目視により船首方を見て航行を続

けていたところ、船尾部に衝撃を感じた。 

 船長Ｂは、遊漁を終え帰航を開始したとき舷灯及び白色全周灯のス

イッチを入れたと思っていたが、本事故後、船長ＡからＢ船の白色全

周灯が表示されていないと指摘され、舷灯を点灯し、白色全周灯を消

灯していたことを確認した。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、レーダーで約１.２５Ｍ前方に映像を認めたも

のの、同映像を漁具に設置されたボンデン旗と思い、レーダーによる



見張りを適切に行っていなかったことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と

衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、船首方を見ていて周囲の見張りを適切に行って

いなかったことから、船尾方から接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、法定灯火を表示していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船及びＢ船が共に南西進中、船長Ａが、レーダ

ーによる見張りを適切に行っておらず、また、船長Ｂが、周囲の見張

りを適切に行っていなかったため、互いに相手船に気付かず、両船が

衝突したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 ・夜間は法定灯火を表示すること。  


